
キャッシュレス決済導入業務プロポーザル評価委員会設置要綱 
 

（目的） 
第１条 キャッシュレス決済導入業務の提案採用予定者を選考するに当たり、公平かつ適正な審査及び
評価を行うことを目的に、キャッシュレス決済導入業務プロポーザル評価委員会（以下、「委員会」
という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について検討する。 
(1) 提案の採否の審査及び評価に関すること。 
(2) その他必要な事項に関すること。 
（組織） 
第３条 委員会の委員は次の各号の職にある者をもって充て、委員長は総務課長を、副委員長は子ども
健康課長をもってそれぞれ充てる。 
(1) 総務課長 
(2) 子ども健康課長 
(3) 福祉介護課長 
(4) 税務会計課長 
(5) 住民環境課長 
２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 
３ 委員長が事故その他の事由により職務を遂行できないときは、副委員長がその職務を代行する。 
４ 委員が事故その他の事由により職務を遂行できないときは、委員長の承認を得て、その下位の職位
の者が職務を代行することができる。 
（会議等） 
第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 
２ 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。 
（審査及び評価） 
第５条 事業者から提出された提案書について、委員は、あらかじめ事業を実施する所管課長が作成し
た審査基準に基づき審査及び評価を行う。 
（庶務） 
第６条 委員会の庶務は、企画交流課において処理する。 
（その他） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会において必要な事項は、委員長が定めることとする。 
附 則 
（施行期日） 
この要綱は、令和８年５月２９日から施行する。 
（失効） 
この要綱は、令和９年３月３１日にその効力を失う。 


